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金融監督等にあたっての留意事項について －事務ガイドライン－（第２分冊：保険会社関係） 

現   行 改 正 後 

１ 共通事項 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 共通事項 

 

１－１ オフサイト・モニタリングについて 

 

１－１－１ 内容 

検査と検査の間においても保険会社の健全性に係る問題を早期に発見し、

改善のための働きかけを行うことが重要であることから、保険会社に対し、継続

的に財務会計情報及びリスク情報等について報告を求め、保険会社の経営の

健全性の状況を常時把握する。また、保険会社から徴求した各種の情報の蓄

積及び分析を迅速かつ効率的に行う。さらに、分析結果の保険会社への還元

及びヒアリングなどを通じ、経営の健全性の確保に向けた自主的な取組みを促

すものとする。 

 

 

１－２ 早期警戒制度について 

 

１－２－１ 意義 

保険会社の経営の健全性を確保していくための手法としては、法第 132 条第

2項に基づき、ソルベンシー･マージン比率による「早期是正措置」が定められて

いるところであるが、本措置の対象とはならない保険会社であっても、その健全

性の維持及び一層の向上を図るため、継続的な経営改善への取組みがなされ

る必要がある。 

このため、以下により、行政上の予防的・総合的な措置を講ずることにより、

保険会社の早め早めの経営改善を促していくものとする。 
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現   行 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－２ 収益性改善措置 

基本的な収益指標やその見通しを基準として、収益性の改善が必要と認めら

れる保険会社に関しては、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを

行い、必要な場合には法第１２８条に基づき報告を求めることを通じて、着実な

改善を促すものとする。 

 

１－２－３ 信用リスク改善措置 

大口与信の集中状況等を基準として、信用リスクの管理態勢について改善

が必要と認められる保険会社に関しては、原因及び改善策等について、深度

あるヒアリングを行い、必要な場合には法第１２８条に基づき報告を求めること

を通じて、着実な改善を促すものとする。 

 

１－２－４ 安定性改善措置 

有価証券の価格変動等による影響を基準として、市場リスク等の管理態勢に

ついて改善が必要と認められる保険会社に関しては、原因及び改善策等につ

いて、深度あるヒアリングを行い、必要な場合には法第１２８条に基づき報告を

求めることを通じて、着実な改善を促すものとする。 

 

１－２－５ 資金繰り改善措置 

契約動向や資産の保有状況等を基準として、流動性リスクの管理態勢につ

いて改善が必要と認められる保険会社に関しては、契約動向や資産の保有状

況等について、頻度の高い報告を求めるとともに、原因及び改善策等につい

て、深度あるヒアリングを行い、必要な場合には法第１２８条に基づき報告を求

めることを通じて、着実な改善を促すものとする。 
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現   行 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－６ 業務改善命令 

以上の措置に関し、改善計画を確実に実行させる必要があると認められる場

合には、法第１３２条に基づき業務改善命令を発出するものとする。 

 

 

１－３ 早期是正措置の運用について 

 

保険会社の経営の健全性を確保していくための監督手法である早期是正措

置については、「保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命

令」（平成 12 年総理府令・大蔵省令第 45 号。以下、１－３において、「区分等を

定める命令」という。）において、具体的な措置内容等を規定しているところであ

るが、その運用基準については下記のとおりとする。 

 

１－３－１ 命令発動の前提となるソルベンシー･マージン比率 

 「区分等を定める命令」第２条第１項の表の区分に係る「保険金等の支払能

力の充実の状況を示す比率」（以下、「ソルベンシー･マージン比率」という。）

は、次のソルベンシー・マージン比率によるものとする。 

 

(1)  決算状況表（中間期にあっては法第１２８条に基づく報告）により報告され

たソルベンシー･マージン比率（ただし、業務報告書の提出後は、これにより

報告されたソルベンシー・マージン比率） 

 

(2)  上記(1)が報告された時期以外に、当局の検査結果等を踏まえた保険会

社と監査法人等との協議の後、当該保険会社から報告されたソルベンシー・
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現   行 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マージン比率 

 

１－３－２ 「区分等を定める命令」第２条第１項の表の区分に基づく命令 

 

(1)  第１区分の命令及び第２区分の命令の相違 

第１区分の「経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計

画の提出の求め及びその実行の命令」は、経営の健全性が確保されている

基準としてソルベンシー・マージン比率２００％以上の水準の達成を着実に

図るためのものである。したがって、計画全体として経営の健全性が確保さ

れるものであることを重視し、その実行に当たっては、基本的に保険会社の

自主性を尊重することとする。 

第２区分の「次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置

に係る命令」は、ソルベンシー･マージン比率が、経営の健全性を確保する

水準をかなり下回っており、これを早期に改善するためのものである。したが

って、個々の措置は、当該保険会社の経営実態を踏まえたものにする必要

があることから当該保険会社の意見は踏まえるものの、当局の判断によっ

て措置内容を定めることとする。なお、保険会社が当該措置を実行するに当

たっては、基本的に個々の措置毎に命令を達成する必要がある 

 

(2)  第１区分に係る改善計画の内容 

「経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画」とは、当

該改善計画を実行することにより、原則として１年以内にソルベンシー・マー

ジン比率が２００％以上の水準を達成する内容の計画とする。 

 

(3)  第２区分に係る措置の内容 
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現   行 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保険金等の支払能力の充実に資する措置」とは、ソルベンシー・マージ

ン比率が、原則として１年以内に少なくとも１００％以上の水準を達成するた

めの措置とする。 

 

(4)  改善までの期間 

ソルベンシー・マージン比率を改善するための所要期間については上記

(2)及び(3)を目処とするが、保険会社が策定する経営改善のための計画等

が、当該保険会社に対する保険契約者、投資家、市場の信認を維持・回復

するために十分なものでなければならないことは言うまでもない。したがっ

て、当該保険会社の市場との関係の程度等によっては、市場の信認を早急

に回復する必要があるため、上記の期間を大幅に縮減する必要がある。 

なお、保険会社が、「区分等を定める命令」第３条第１項の規定により、そ

のソルベンシー・マージン比率を当該保険会社が該当する「区分等を定める

命令」第２条第１項の表の区分に係るソルベンシー･マージン比率の範囲を

超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を提出した場合であ

って、当該保険会社に対し、当該保険会社が該当する同表の区分に係るソ

ルベンシー・マージン比率の範囲を超えるソルベンシー･マージン比率に係る

同表の区分に掲げる命令を発出するときは、上記(2)及び(3)のソルベンシ

ー･マージン比率を改善するための所要期間には、下記１－３－３のソルベ

ンシー・マージン比率が当該保険会社が該当する同表の区分に係るソル ベ

ンシー･マージン比率の範囲を超えて確実に改善するための期間は含まな

いものとする。 

 

１－３－３「区分等を定める命令」第３条第１項に規定する合理性の判断基準 

「区分等を定める命令」第３条第１項の「保険金等の支払能力の充実の状況
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現   行 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画」

の合理性の判断基準は、次のとおりとする。 

 

保険会社の業務の健全かつ適切な運営を図り当該保険会社に対する保険

契約者等の信頼をつなぎ止めることができる具体的な資本増強計画等を含

み、ソルベンシー･マージン比率が、原則として３ヵ月以内に当該保険会社が該

当する「区分等を定める命令」第２条第１項の表の区分に係るソルベンシー・マ

ージン比率の範囲を超えて確実に改善する内容の計画であること。 

 

（注）増資等の場合は、出資予定者等の意思が明確であることが必要である。 

 

１－３－４ 命令区分の根拠となるソルベンシー･マージン比率 

「区分等を定める命令」第３条第１項の適用に当たり「実施後に見込まれる当

該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等

の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分（非対象区分を除く。）

に掲げる命令」は、原則として３ヵ月後に確実に見込まれるソルベンシー・マー

ジン比率の水準に係る区分（非対象区分を除く。）に掲げる命令とする。 

 

１－３－５ 計画の進捗状況の報告等 

計画の進捗状況は、毎期（中間期を含む。）報告させることとし、その後の実

行状況が計画と大幅に乖離していない場合は、原則として計画期間中新たな

命令は行わないものとする。ただし、第２区分の命令を行った保険会社にあっ

ては、その後ソルベンシー･マージン比率が１００％以上２００％未満の範囲に

達したときは、当該時点において第１区分の命令を行うことができるものとす

る。 
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現   行 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ ソルベンシ－・マージン比率等について 

 

ソルベンシー・マージン比率の正確性等については、規則第８６条、第８７

条、第１６１条、第１６２条及び第１９０条の規定に基づき、保険会社の資本、基

金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定

める件（平成８年大蔵省告示第５０号。以下、１－２において「告示」という。）の

趣旨を十分に踏まえ、以下の点に留意してチェックするものとし、問題がある

場合にはその内容を通知し、注意を喚起するものとする。 

 

１－２－１～１－２－５  （略） 

 

 

また、保険会社が、「区分等を定める命令」第３条第１項の規定により、その  

ソルベンシー･マージン比率を当該保険会社が該当する「区分等を定める命令」

第２条第１項の表の区分に係るソルベンシー・マージン比率の範囲を超えて確

実に改善するための合理的と認められる計画を提出し、当該保険会社に対し、

当該保険会社が該当する同表の区分に係るソルベンシー・マージン比率の範

囲を超えるソルベンシー･マージン比率に係る同表の区分に掲げる命令を発出

した場合においては、原則として増資等の手続に要する期間の経過後直ちに、

当該保険会社のソルベンシー･マージン比率が、当該保険会社が発出を受けた

命令が掲げられた同表の区分に係るソルベンシー･マージン比率以上の水準を

達成していないときは、当該時点におけるソルベンシー･マージン比率に係る同

表の区分に掲げる命令を発出するものとする。 

 

 

１－４ ソルベンシ－・マージン比率等について 

 

ソルベンシー・マージン比率の正確性等については、規則第８６条、第８７

条、第１６１条、第１６２条及び第１９０条の規定に基づき、保険会社の資本、基

金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定

める件（平成８年大蔵省告示第５０号。以下、１－４において「告示」という。）の

趣旨を十分に踏まえ、以下の点に留意してチェックするものとし、問題がある

場合にはその内容を通知し、注意を喚起するものとする。 

 

１－４－１～１－４－５  （略） 
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現   行 改 正 後 

１－１ 検査との連携   

 

（略） 

 

 

１－３ 保険会社の健全性に関し報告を求める場合及び業務改善を求める場合

の着眼点 

 

１－３－１～１－３－５ （略） 

 

１－３－６ 法第１００条の２に規定する業務運営に関する措置等 

 

(1)  規則第５３条から第５３条の７までに規定する措置等が適正に実施されて

いるか。 

 

(2)  規則第５３条、第５３条の４及び第５３条の６に規定する措置（以下この１

－３－６において「当該措置」という。）について、職員並びに営業職員及び

募集代理店に対する教育、指導を行う体制が整備されているか。 

 

(3) ～ (12)  （略） 

 

１－３－７  （略） 

 

 

（新設） 

１－５ 検査との連携  

 

（略） 

 

 

１－６ 保険会社の健全性に関し報告を求める場合及び業務改善を求める場合

の着眼点 

 

１－６－１～１－６－５ （略） 

 

１－６－６ 法第１００条の２に規定する業務運営に関する措置等 

 

(1)  規則第５３条から第５３条の７までに規定する措置等が適正に実施され て

いるか。 

 

(2)  規則第５３条、第５３条の４及び第５３条の６に規定する措置（以下この１ 

－６－６において「当該措置」という。）について、職員並びに営業職員及び

募集代理店に対する教育、指導を行う体制が整備されているか。 

 

(3) ～ (12)  （略） 

 

１－６－７  （略） 

 

 

１－７ 契約条件の変更について 
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現   行 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１－７－１ 契約条件の変更の申出 
 

(1)  契約条件の変更の申出の承認 
法第２４０条の２第３項に基づく契約条件の変更の申出の承認にあたって

は、以下の点に留意することとする。 
 
① 現時点では保険業の継続が困難である状況にはないこと 
 
② 将来の業務及び財産の状況を予測した場合に、契約条件の変更を行わ

なければ、当該保険会社の財産をもって債務を完済することができない
等、保険業の継続が困難となりうることが合理的に予測できること（注１） 

 
なお、このうち、上記②の予測にあたっては、 

イ ・  金利、株価、為替レート等、金融経済動向に関わる事項 
・  新契約進展率、保険契約継続率、保険事故発生率等、保険契約に
関わる事項 

・ 資産配分等、運用に関わる事項 
等について客観的かつ妥当な前提を置くこと（注２） 

 
ロ  合併・再編、組織変更、事業費削減、業務の再編成等、保険業の継続

のために取りうる経営改善方策の効果を織り込むこと 
 

とする。 
 

（注１）分析期間については、現在、（社）日本アクチュアリー会の実務基準
により、生命保険会社において１０年間に係る将来収支の分析を行う
実務が定着しており、これが一つの参考になるが、契約条件の変更の
手続が自主的・自治的な手続であることにかんがみ、これ以上の期間
の分析を一律に排除するものではない。 

 
（注２）これらの分析に当たっての前提の置き方が客観的かつ妥当かどうか

の判断にあたっては、（社）日本アクチュアリー会の実務基準に定めら
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現   行 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れている方法が一つの参考になる。 
 

(2)  申出書の記載内容 
法第２４０条の２第１項の規定による申出を行おうとするときに添付する規

則第１９６条に規定する書類のうち、同条第３号に規定する「その他参考とな
るべき事項を記載した書類」には、上記（１）②に示された方法により作成さ
れた将来の業務及び財産の状況の予測、並びに当該予測に織り込まれた
経営改善方策の内容に係る事項を含むものとする。 

 
１－７－２ 保険調査人の選任 

法第２４０条の２第３項の承認をした場合には、契約条件の変更の内容その
他の事項を調査させるため、原則として、すみやかに保険調査人を選任するこ
ととする。 

保険調査人は、原則として、①アクチュアリー（法人を含む。）、②公認会計
士、③弁護士のそれぞれから、選任することとする。 

 
１－７－３ 保険会社の対応 

保険会社が、契約条件の変更の手続を進める場合には、以下の点に留意し
て、適切な対応が取られているか。 

 
（1） 経営改善の取組み 

契約条件の変更にあたっては、契約条件の変更後に保険契約の確実な
履行が行えるよう、合併・再編、組織変更、事業費削減、業務の再編成等を
含め経営改善方策を幅広く検討し、その結果講じることとした方策及びそれ
を織り込んだ将来の業務及び財産の状況の予測について、株主総会等及
び保険契約者に明確かつ平易に説明を行っているか。 

 
(2) 基金・劣後ローンの取扱い 

契約条件の変更の対象となる保険契約者のみに負担を強いることのない
よう、基金・劣後ローンの削減、金利減免、あるいは増額その他の方策を検
討し、その結果講じることとした方策について、株主総会等及び保険契約者
に明確かつ平易に説明を行っているか。 
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現   行 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 経営責任に関する事項 
契約条件の変更後における経営体制について、その理由を含め、株主総

会等及び保険契約者に明確かつ平易に説明を行っているか。 
 

（4） 契約者配当等に関する方針 
契約条件の変更に係る保険契約に関する契約者配当、剰余金の分配そ

の他の金銭の支払に関する方針がある場合には、その内容について、株主
総会等及び保険契約者に明確かつ平易に説明を行っているか。 

 
１－７－４ 契約条件の変更に係る承認 
 

（1） 契約条件の変更の承認 
法第２４０条の１１第２項に基づく契約条件の変更の承認にあたっては、以

下の点に留意することとする。 
 

① 株主総会等に係る手続きが適正に実施されたか。 
 

② １－７－３で示したそれぞれの事項について、保険契約者に対して明確
かつ平易に説明が行われることとなっているか。 

 
③ 当該保険会社において、十分な経営改善方策が講じられ、当該方策及

び株主総会等において決議された契約条件の変更により、保険業の継続
が困難となる蓋然性が解消される見込みとなっているか。 

 
④ 契約条件の変更が、特定の保険契約者にとって著しく公平性を欠くこと
その他保険契約者等の保護の見地から問題がないか。 

 
（2） 申出書の記載内容 

法第２４０条の１１第１項による承認を受けようとするときに添付する規則
第２００条に規定する書類のうち、同条第５号に規定する「その他参考となる
べき事項を記載した書類」には、契約条件の変更とあわせて講じられる経営
改善方策の内容に係る事項を含むものとする。 
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現   行 改 正 後 

 

１－４ 子会社等について 

 

（略） 

 

１－４－１～１－４－２ （略） 

 

１－４－３ 保険会社の海外における子会社の業務の範囲 

 

(1)  （略) 

 

(2)  出資先外国法人として報告がなされたもの（当該出資先外国法人がその

業務を行わせるために設立した会社及びこれらと同様の業務を営む会社を

含む。）で、新法の施行の際、子会社対象会社の営むことができる業務以外

の業務を現に営む子法人等又は関連法人等については、上記１－４－１

(3)③に準じて取り扱う。 

 

(注)  （略） 

 

 

１－５ 弊害防止措置について 

 

 （略） 

 

 

 

１－８ 子会社等について 

 

 （略） 

 

１－８－１～１－８－２ （略） 

 

１－８－３ 保険会社の海外における子会社の業務の範囲 

 

(1)  （略) 

 

(2)  出資先外国法人として報告がなされたもの（当該出資先外国法人がその

業務を行わせるために設立した会社及びこれらと同様の業務を営む会社を

含む。）で、新法の施行の際、子会社対象会社の営むことができる業務以外

の業務を現に営む子法人等又は関連法人等については、上記１－８－１

(3)③に準じて取り扱う。 

 

(注)  （略） 

 

 

１－９ 弊害防止措置について 

 

（略） 
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現   行 改 正 後 

１－６ 不祥事件への対応 

 

（略） 

 

 

１－７ 相互会社について 

 

  （略） 

 

 

１－８ 説明書類の作成・縦覧等について 

 

  （略） 

 

 

１－９ インターネットによる商品販売の取扱い 

 

（略） 

 

 

１－１０ その他 

 

（略） 

 

１－１０ 不祥事件への対応 

 

  （略） 

 

 

１－１１ 相互会社について 

 

（略） 

 

 

１－１２ 説明書類の作成・縦覧等について 

 

（略） 

 

 

１－１３ インターネットによる商品販売の取扱い 

 

  （略） 

 

 

１－１４ その他 

 

（略） 

 


